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新年金制度（最低保障年金・所得比例年金）をめぐる

動き 

◆検討会が初会合 
政府は「新年金制度に関する検討会」を立ち上げ、３

月８日に初めての会合を開きました。今後、新しい年金

制度に関する議論が活発化するものと思われますが、民

主党が衆議院選挙のマニフェストで掲げていた「最低保

障年金」「所得比例年金」は果たして実現するのでしょう

か？ 
 
◆鳩山首相の決意 

鳩山首相は、初会合において、「新制度は新政権にとっ

ての最大の課題の１つ。制度設計に全身全霊を傾けても

らいたい」と述べ、また、長妻厚生労働大臣も「まずは

原則をきちんと示して国民の合意を得ることが必要」と

述べたそうです。 
民主党は、昨夏の衆議院選挙で「最低保障年金」「所得

比例年金」を２本柱とした年金改革を打ち出しており、

国民からの期待も大きいものと思われます。 
 
◆「最低保障年金」と「所得比例年金」 
２本柱の１つである「最低保障年金」は、消費税を財

源として、すべての人が７万円以上の年金を受け取れる

ようにする制度です。もう１つの柱の「所得比例年金」

は、すべての人が、所得が同じであれば、同じ保険料を

負担し、納めた保険料を基に受給額を計算するという制

度です。 
なお、「所得比例年金」を一定額以上受給できる人は「最

低保障年金」が減額されるとなっています。 
 
◆裏付けとなる「財源」が問題 
民主党のマニフェストでは、この他にも「年金記録問

題の 2011 年度までの解決」「公的年金の一元化」

なども掲げています。 
政府では、今年５月までに新しい年金制度の大

原則を打ち出し、2013 年度までに関連法案の成立

を目指すとしていますが、課題となる「財源」な

どの問題にどのように取り組み、国民的な合意の

得られるような制度が出来上がっていくのか、注

目したいところです。 
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「改正労働基準法」施行目前 
時短への取組みは？ 

◆４月から施行 

改正労働基準法の施行を来月に控えています

が、法改正に対応する積極的な動きは、大手企業

においてもあまり目立っていないようです。業績

不振に苦しむ企業にとっては、長時間労働の解消

（時短）に取り組む余裕がないのが現状です。 

今回の改正の中心は、（１）労使協定を締結す

れば従業員が１時間単位で有給休暇を取得でき

る、（２）月 60 時間以上の時間外労働に対する割

増賃金率を現行の 25％から 50％に引き上げる、

という２点です（中小企業については当分の間、

法定割増賃金率の引上げについては猶予されま

す）。 

 



 
 
 

 
 
改正労働基準法が 4 月 1 日より施行されます。

概要としては「時間外労働の削減」と「年次有給

休暇の有効活用」となっておりますが、しばらく

の間、中小企業は努力義務となっております。 
ただ、今後の労働行政の方向性を見極めるために

も、各自が内容の把握に努めることが必要でしょ

う。 

■ 当事務所よりひとこと 

◆「時間単位有休」「割増賃金率の引上げ」と時短 

現在、年次有給休暇は原則として１日単位でしか取

得することができませんが、改正後は、労使協定があ

れば１時間単位で年間最大５日分を取得することが

可能となります。 

しかし、「生産現場の要員配置やライン稼働に大き

な影響が出る」といった理由から、１時間単位の有給

休暇制度の導入を見送る企業も少なくないようです。

この制度の導入には労使間の協議が必要ですが、労

働者側からの導入の要求自体が出ないケースもあり

ます。 

その一方で、時間外労働の割増賃金率の引上げへの

対応については、労務コスト削減のために時短を進め

ることが考えられますが、準備を進めている大手企業

はあまり多くはないという調査結果もあるようです。

時短は一般に進んでいるとは言い難く、厚生労働省

の調査によると、日本企業の時短は過去 10 年でほと

んど改善していません。1999 年と比べ 2008 年の労働

時間は大手・中小企業とも増加しており、有給休暇取

得率も下がっていますが、サービス関連企業では法改

正を契機に積極的に時短に取り組む傾向がみられま

す。 

 

◆導入される見通しの国際会計基準 

2015 年までに上場企業に義務付けられるとみられ

る国際会計基準（IFRS）では、企業は未消化の有給

休暇に相当する費用を引当金として負債に計上しな

ければならない見通しとなっています。負債の増加を

嫌う企業は多く、この制度導入が従業員に有給休暇の

取得を促す可能性があります。有給休暇関連の引当金

の負債計上に伴い、引当金に対応する費用の計上も必

要になります。一般的な事務職員の場合は、損益計算

書の中で人件費として計上される見通しとなってい

ます。 

ただ、製造業に従事する労働者や技術者などの場

合、この費用は、実際に製品として売買の対象になる

までは棚卸資産として一時的に計上され、製品として

売りに出された場合、一般的に製造原価として損益計

算書に反映することになりそうです。 

４月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵

便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降

に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降

に一括有期事業を開始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

30 日 

○ 公益法人等の道府県民税・市町村民税均等割申

告・納付［都道府県・市区町村］ 

○ 固定資産税＜都市計画税＞の納付＜第 1 期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 軽自動車税の納付［市区町村］ 

○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監督署］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、１月

～３月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［社会保

険事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安定所］ 

15 日 

○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出＜

4月 1日現在＞［市区町村］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


